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※ 本資料は現時点での改定の概要をご紹介するためのものであり、算定要件・施設基準等の詳細
については、今後正式に発出される告示・通知等をご確認ください。

※ 本資料は、ＨＰ掲載時に適宜修正する場合がありますのでご留意ください。
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歯科技工所ベースアップ支援料の新設

令和８年度診療報酬改定 Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①

歯科技工所

歯科医師

歯科医療機関

完成した補綴物を納品

歯科技工指示書
に基づき製作を依頼 歯科技工士

歯科技工所ベース
アップ支援料を算定 賃上げ支援

（新） 歯科技工所ベースアップ支援料（１装置につき） 15点

➢ 歯科技工所に所属する歯科技工士の確実な
賃上げを図る観点から、歯科技工所ベース
アップ支援料を新設する。

➢ また、令和９年６月以降においては、所定
点数の100分の200に相当する点数により
算定する。

［算定要件（通知）］
 (１) 歯科技工所ベースアップ支援料は、当該保険医療機関の歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき、歯科医療の用に供する

補綴物等の製作等の委託を受けた歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。

 (２) 歯科医師から交付された歯科技工指示書や歯科医師の直接の指示に基づき、当該保険医療機関内の歯科技工士が補綴物等の製作や
修理を行う場合には算定できない。

 (３) 本区分は、Ｍ００５に掲げる装着又はＮ００８に掲げる装着の算定時に算定する。
※装着の費用が含まれる支台築造、暫間歯冠補綴装置、３次元プリント有床義歯等については、各区分の算定日に本区分を算定する。

［施設基準(通知）］
(１) 歯科技工所に補綴物等の製作等を委託しており、当該歯科技工所の歯科技工士の賃上げ等、補綴物の製作を後方から支援する保険

医療機関であること。
(２) 当該保険医療機関は、当該支援料の趣旨を踏まえ、製作等を委託する歯科技工所が当該支援料による賃金改善の意向を有する場合

に、当該歯科技工所と連携の上で届出を行うとともに、当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。
届出に関する事項（概要）
○ 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため「実績報告書」を地方厚生(支)局長に届け出ること。
○ 保険医療機関は、歯科技工所ベースアップ支援料の算定に係る書類(「実績報告書」等)を、当該支援料を算定する年度の終了後３年間保管すること。
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